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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年６月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２６年４月１２日 ０９時３０分ごろ～１４時００分ごろ

の間） 

発生場所 不明（熊本県天草市二
ふた

江
え

漁港の定係地～天草市所在の小亀岩
こがめいわ

灯標から

真方位２５６°３００ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２６年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての操縦者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡

したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 隆
りゅう

神
じん

丸、０.６トン 

 ＫＭ３－２８０６５（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.２８ｍ（Lr）×１.７８ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和６０年４月５日 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ７８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月３０日 

  平成２６年２月８日をもって失効していた。 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、操縦者が１人で乗り組み、刺し網漁のため、平成２６年４

月１２日０９時３０分ごろ二江漁港の定係地を出港した。 

 漁業協同組合の職員は、１３時３０分ごろ二江漁港に帰って来た遊

覧船の船長から、小亀岩灯標付近に船があり、人が乗っていないみた

いだとの連絡を受け、遊覧船の船長に状況を確認することを依頼した。 

 遊覧船の船長は、１４時００分ごろ、小亀岩灯標から２５６°（真

方位、以下同じ。）３００ｍ付近において、本船に人が乗っていない

ことを確認し、本船付近の海上を漂流している操縦者を発見した。 

 操縦者は、通報を受けて出動した地元消防団の漁船に揚収されたも

のの、既に心肺停止状態であり、病院に搬送された後、溺水による死

亡と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし 

海象：海上 平穏、水温 約１８℃ 
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 その他の事項 

 

 操縦者は、勤めていた会社を定年退職した後、漁業協同組合の組合

員となり、月に約２～３回、刺し網漁を行っていたが、最近は漁模様

が良くなかったことから、本事故時は、約２か月ぶりに出漁してい

た。 

 操縦者は、若い頃に素潜りをしており、泳ぎが得意であった。 

 操縦者は、本事故時、健康状態は良好であった。 

 本船は、操舵室等の甲板上の構造物がない小型漁船であった。 

 本船は、船体に衝突痕等は認められなかった。 

 本船は、発見されたとき、船外機のプロペラに刺し網が絡網し、船

上には、刺し網が残っており、長靴、合羽、腕時計及びたばこが置か

れていた。 

 操縦者は、発見されたとき、ヤッケの上下を着用し、靴下を履いて

いた。 

 操縦者は、ふだん、救命胴衣を着用して出漁していたが、発見時、

救命胴衣を着用しておらず、船内には救命胴衣がなかった。 

 操縦者は、携帯電話を所有していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 操縦者の死因は、溺水であった。 

 本船は、二江漁港の定係地を０９時３０分ごろ出港した後、１４時

００分ごろ、小亀岩灯標から２５６°３００ｍ付近において、無人の

本船及び付近の海上を漂流している操縦者が発見されたので、この間

において、操縦者が、プロペラに絡んだ網を外そうとして水中に潜っ

たことから、死亡するに至った可能性があると考えられる。 

 本船は、発見されたとき、船外機のプロペラに絡網し、船上には、

刺し網が残っており、長靴、合羽、腕時計及びたばこが置かれていた

ことから、操縦者が、プロペラに絡んだ網を外そうとして水中に潜っ

て溺水した可能性があると考えられるが、溺水に至った状況を明らか

にすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、二江漁港の定係地を出港した後、操縦者がプロ

ペラに絡んだ網を外そうとして水中に潜ったため、発生した可能性が

あると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・プロペラに絡網した場合、水温、年齢等を考慮し、水中に潜って

網を外そうとせず、救助を要請することが望ましい。 

 ・緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を常時携行す

ることが望ましい。  


